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【発明の詳細な説明】
【発明の名称】高圧放電ランプ
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高圧放電ランプに係る。該ランプは、左右対称の放電室を有し、少なくとも
外側輪郭は楕円形状を有するバーナーと、放電室へと延び、放電室の左右対称の主軸上に
互いに対向して配置された２つの電極と、放電室の領域でバーナーの外側輪郭上に与えら
れる少なくとも１つの多層干渉フィルタと、を少なくとも有する。
【背景技術】
【０００２】
　高圧ガス放電ランプ（ＨＩＤ、又は高輝度放電ランプ）、及び特にＵＨＰ（ウルトラ・
ハイ・パフォーマンス）ランプは、その光学的性質のために投影の目的に望ましくは使用
される。ＵＨＰランプ（Ｐｈｉｌｉｐｓ社）という語は、本発明の範囲において他の製造
者によるＵＨＰ型ランプも示す。
【０００３】
　可能な限り点形状である光源は、上述の適用に対して要求される。即ち、電極チップの
間に形成された放電アークは、一定の長さを越えてはいけない。更に、可能な限り高い光
度は、可能な限り自然な可視光の分光構成との組合せで所望される。
【０００４】
　高圧ガス放電ランプは、例えば、白熱ランプと比較して、改善された発光効率を有する
。かかる効率の更なる改善は、高圧ガス放電ランプに関して開発努力の最中である。
【０００５】
　光源の発光効率は、一般的に、適用に所望された波長帯での放射に加えて、放射が定期
的に発され、それがかかる適用に有用ではない又は有害でさえある状況によって、特に損
なわれる。かかる所望されない放射は、予想される結果に関して入力エネルギの損失に少
なくとも繋がる。
【０００６】
　例えば、白熱ランプによって発された光の大部分はＩＲ光であり、該光は、可視範囲に
おける一般的な照明の目的に対して有用ではなく、従って、関連する発光効率を損なう。
【０００７】
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　ＵＨＰランプに関しては、ランプに与えられる電力の毎１００Ｗのうち僅か約２５Ｗが
、可視光放射へと実際に転換される。
【０００８】
　発光効率を上昇させる基本的な解決法の原理は、米国特許第５，２２１，８７６号明細
書（特許文献１）より既知である。即ち、特許文献１では、所望されないＩＲ放射は、ラ
ンプ・バルブの領域へと反射し戻され、バルブに追加的な加熱を与えるようにされる。多
層干渉フィルタは、反射体としての役割をなす。放射スペクトルのＩＲ（赤外線）光は、
照射の目的に対しては使用されず、ランプ・バルブへと反射し戻され、再吸収される。
【０００９】
　干渉フィルタに存在するいずれのＵＶ放射も同時に吸収し、特に、かかる放射によって
もたらされるランプ構成部品に対する損傷を防止するようにされることが提案される。
【００１０】
　乗用車のヘッドライト用のランプとして設計される飽和ランプにおいて、ランプ・バル
ブの領域は、未分化の手法で加熱される。主にかかる加熱が、特に熱伝導及び伝達によっ
て、ランプの一般的な動作温度でランプ・バルブの内部における金属ハロゲンの激しい蒸
発をもたらす。
【００１１】
　上述された提案された解決法を高圧ガス放電ランプに対して置き換えることは、特にＵ
ＨＰランプにおいては、特に個々のランプの種類の幅広く変化する動作温度を原因として
可能ではない。ランプ・バルブの同程度の温度上昇は、約１，０００℃の動作温度を有し
、約６０００℃乃至７０００℃であるＵＨＰランプの放電アークの温度を前提とすると、
熱伝導及び伝達のせいで、プラズマ又は放電アークの大幅な温度上昇を与えることはでき
ない。更に、ＵＨＰランプにおいては典型的に、他のランプの種類とは異なり、ＩＲ範囲
での低い光度のみを発する。
【００１２】
　高圧ガス放電ランプ、特にＵＨＰランプが使用される場合、２つの必須の必要条件が同
時に満たされるべきである。
【００１３】
　一方では、放電空間の内側表面で最も高い温度は、通常は石英ガラスでできているラン
プ・バルブの失透が行なわれるほどには非常に高くなってはいけない。これは、ランプの
放電空間内部の強い伝達が、放電アークの上方の領域を特に強く加熱するため、問題とな
り得る。
【００１４】
　他方では、放電空間の内側表面で最も冷たい点は、まだ、水銀がそこで蒸発はしないが
その代わりに十分な温度まで水蒸気の状態に留まる程度に高い温度を有さなければならな
い。
【００１５】
　かかる２つの互いに相反する必要条件は、最高温度と最低温度との最高許容差が比較的
小さい結果を有する。かかる高圧ガス放電ランプが構成材料の負荷制限で作動する間は、
温度上昇等の温度に関する全ての変化は、ランプの寿命等の性能のパラメータに悪影響を
及ぼし得る。かかる最適化されたシステムは、放電空間における気温領域に影響を及ぼす
又は変化させる手段に対して非常に敏感に反応する。外側表面上に反射層を与えることは
、かかる手段を表す。
【００１６】
　多層干渉フィルタ等の被覆は、加えて、被覆されていない石英表面と比較して、ランプ
の表面からの熱放射の低減をもたらし、ランプがより少ない熱を発することができ、従っ
て作動温度が上昇するようにされる。
【００１７】
　干渉フィルタは、多層干渉フィルタの使用によって、温度領域の変化が可能な限り少な
いよう、選択されるべきである。
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【特許文献１】米国特許第５，２２１，８７６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明は、冒頭で言及された種類の高圧ガス放電ランプ、及びランプ等を有する照明ユ
ニットを与えることを目的とする。ランプ・バルブ又はバーナーは、産業大量生産で効率
的に製造され得る干渉フィルタを有し、干渉フィルタは、ランプの動作信頼性が確証され
ている間にランプの発光効率を強化し得るようにされる。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の目的は、請求項１の特徴部分によって達成される。
【００２０】
　本発明に従ったランプは、左右対称である放電室を有し、外側輪郭は放電室の領域にお
いて楕円形状を少なくとも有するバーナーと、放電室へと延び、放電室の左右対象の主軸
上に互いに対向して配置される２つの電極と、放電室の領域でバーナーの外側輪郭上に配
置され、主に少なくとも１つのＵＶ光の波長体からの光を２つの電極の間へと反射する多
層干渉フィルタと、を少なくとも有する。
【００２１】
　大幅な再吸収が、２つの電極の間の空間に略与えられるプラズマ又は放電アークで達成
されるべき場合、反射されたＵＶ光は、干渉フィルタから放射によってかかる空間へと直
接移動する必要がある。熱伝導及び伝達は、放射による熱輸送ほど重要ではなく、放電ア
ークの関連する温度上昇に略影響を与えない。本発明は、ここでは、放射によって電磁波
にさらされた物質又は媒体が、それら自体が放射することができる周波数を特に吸収する
、という実証的結果を利用する。これはまた、２つの電極の間の空間に定期的に存在する
プラズマにおいても当てはまる。このため、干渉フィルタは、ＵＶ波長範囲全体を反射し
ないが、選択的な手法で１つ又は複数のみの波長範囲を反射する。干渉フィルタによって
反射されるべきＵＶ光の関連する波長範囲の選択は、特にエネルギを基本としてなされる
。即ち、関連する波長範囲は、干渉フィルタでの反射の後、プラズマに吸収され得る特に
十分な電力を有さなければならない。干渉フィルタに対する規準は、必要な温度安定度と
、産業大量生産に対する適合性である。
【００２２】
　干渉フィルタは、伝えられるべきスペクトル域と反射されるべきスペクトル域との間の
急激な移行により、望ましくは、かかる反射体に使用される。層の順序の適切な設計は、
フィルタの特性が幅広い範囲にわたって、必要な高い正確性をもって達成されることを可
能にさせる。
【００２３】
　かかる放射による再吸収は、電気的なエネルギ供給のほかにアークへの追加的なエネル
ギ供給を示し、よって、夫々のランプの種類の関連する発光スペクトルの新たな生成に対
する役割をなし、構成部品として可視光を与えるようにされる。これは、かかるエネルギ
が、電極を介するより高い効率性を有する放電アークに入るという追加的な有利性に繋が
り、僅かな電極損失も考慮に入れられるべきではない。
【００２４】
　ＵＨＰランプでの敏感な温度のバランスを前提として、電力の供給における対応する低
減もまた可能であり、発光効率における対応する上昇が達成されるようにされる。かかる
再吸収及び所望されるスペクトル域への転換がどの程度まで実現され得るかは、特に、主
題となっている高圧ガス放電ランプの種類に特に依存する。
【００２５】
　干渉フィルタが放電室の外側輪郭全体、又はバーナーに略配置される場合、部分的な被
覆の形状での干渉フィルタと比較して、反射されたＵＶ放射のより大部分が、多重の反射
により再吸収に利用され得る。
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【００２６】
　従属請求項は、本発明の更なる有利な実施例に関連する。
【００２７】
　より高い屈折率を有する層及びより低い屈折率を有する層は、多層干渉フィルタの層構
造において交互に起きる、ことが望まれる。
【００２８】
　かかる干渉フィルタは、通常は多重層に作られる。干渉フィルタの多層構造を前提にす
ると、より高い屈折率の層及びより低い屈折率の層は、交互に発生する。夫々の層の屈折
率は、層の選択された材料によって特に定義付けられる。これは、かかる点において異な
る少なくとも２つの誘電体材料が、層の配置において見受けられるべきであることを示す
。
【００２９】
　フィルタの伝達及び反射の特性は、フィルタの個別の層の設計、特に層の厚さによって
確定される。原理上、所望されるスペクトルのターゲットは、フィルタの個別の層の屈折
率の間の相違がより大きいことに比例して、よりよく達成され得る。交代層の数、ひいて
は干渉フィルタの全体の厚さを低減することは、しばしば可能である。ランプ・バルブが
石英又は同様の材料から作られている場合、低屈折率の層に対する材料は、しばしばＳｉ
Ｏ２である。ＵＨＰランプの通常の動作温度範囲は、より高い屈折率を有する層の材料の
選択において考慮されるべきであり、その温度は約１，０００℃より高い範囲を有する。
この点において十分な耐温度性は、例えば、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）に見受けられ
る。しかしながら、酸化ジルコニウムは、石英と比較して非常に高い熱膨張係数を有する
。従ってこれは、高圧ガス放電ランプの高い動作温度において干渉フィルタの層の間にス
トレスを蓄積することに繋がり得る。かかるストレスは、フィルタ内の亀裂、又はフィル
タの破損に繋がり得るか、あるいは、所望しないほど増加した光散乱を引き起こし得る。
【００３０】
　更に望ましくは、干渉フィルタによって反射されないＵＶ光の波長範囲からの光が、吸
収される。
【００３１】
　更に望ましくは、ＵＨＰランプの干渉フィルタは、３３５ｎｍ乃至３９５ｎｍの波長範
囲からのＵＶ光を２つの電極の間の領域へと主に反射する。
【００３２】
　本発明の目的は、請求項８に記載される照明ユニットによって追加的に達成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　本発明の更なる詳細、特徴、及び有利点は、図面を参照に与えられる望ましい実施例に
関する次の説明から明らかとなる。
【００３４】
　図１．１は、本発明に従った高圧ガス放電ランプ（ＵＨＰランプ）の左右対称である放
電空間２１を有するランプ・バルブ１を、図式的に断面図で示す。バーナー２は、１つの
一個構成部品から形成される。バーナーは、通常はかかる目的のために、ガスで充填され
た放電空間２１を密閉し、その材料は通常は硬質ガラス又は石英ガラスである。また、バ
ーナーは、２つの円筒形で互いに対向する領域２２，２３を有し、その間に約８ｍｍ乃至
１４ｍｍの範囲の直径を有する略球状の領域２４が存在する。放電室２１の領域内のバー
ナー２の外側輪郭は、楕円形状を有する。電極配置を有する楕円形の放電空間２１は、領
域２４の中央に位置付けられる。電極配置は、第１の電極４１及び第２の電極４２を有し
、その互いに対向するチップの間で、放電空間２１に発光放電アークが励起され、放電ア
ークが、高圧ガス放電ランプの光源としての役割をなすようにされる。放電室２１の左右
対称の主軸上に配置された電極４１，４２の端部は、ランプの電気接続ピン５１，５２に
接続され、それを介して、ランプ動作に対する電源電圧が、主電圧への接続に対して設計
された供給ユニット（図示せず）を用いて供給される。
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【００３５】
　干渉フィルタ３は、領域２４の外側表面全体に与えられる。干渉フィルタ３は、約１μ
ｍの全厚さを有し、複数の層を有する。干渉フィルタ３の設計、又はその構造は、図１．
２に示される。干渉フィルタは、１７の層から作られており、ＳｉＯ２層の全体の厚さは
約６７４．９ｍｍであり、ＺｒＯ２層の全体の厚さは約３０５．８ｎｍである。
【００３６】
　干渉フィルタ３の２つの個別の層３．１及び３．２は、異なる屈折率によって特に特徴
付けられ、屈折率の低い層は、高い率の層と毎回交代する。より低い屈折率の層３．２に
対する材料は、ＳｉＯ２である。即ち、より高い屈折率の層３．１に対する材料はＺｒＯ

２である。
【００３７】
　干渉フィルタ３は、９０％を上回る屈折率を有して３３５ｎｍ乃至３９５ｎｍの波長範
囲からのＵＶ光を、２つの電極４１と４２との間の領域へと反射する。
【００３８】
　干渉フィルタ３の層を重ねる適用は、既知であるスパッタリング方法を用いて製造プロ
セスにおいて行なわれる。
【００３９】
　１２０Ｗの定格電力で動作された上述されたランプ・バルブ１を有するＵＨＰランプに
対しては、負荷制限、即ち高負荷点での数千時間の動作後にも、同程度のランプの通常の
老朽化を上回る有害な影響は、観察され得なかった。
【００４０】
　本発明に従ったＵＨＰランプは、その光度及び電気的特性に対して、ウルブリヒト球形
光束計での標準的な試験手順において消費電力１２０Ｗで試験された。ＵＶ範囲（約２０
０ｎｍ乃至４００ｎｍ）での放射強度は１．３３Ｗであり、可視範囲（約４００ｎｍ乃至
７８０ｎｍ）では３１．２Ｗであった。７９１８ｌｍの光の量を前提とすると、発光効率
は従って約６６．２ｌｍ／ｗであった。
【００４１】
　上述された干渉フィルタを有さない同程度のＵＨＰランプの同様の測定は、以下の値を
与えた。ＵＶ範囲（約２００ｎｍ乃至４００ｎｍ）における放射強度は７．１３Ｗであり
、可視範囲（約４００ｎｍ乃至７８０ｎｍ）では３０．９７Ｗであった。よって、７３２
５ｌｍの光量は、発光効率６１．３ｌｍ／ｗをもたらした。
【００４２】
　本発明の特に有利な実施例は、投射を目的として使用される高圧ガス放電ランプに係る
。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１．１】１７の層の干渉フィルタをサポートする高圧ガス放電ランプ（ＵＨＰランプ
）のランプバルブの図式的な断面図である。
【図１．２】干渉フィルタ３の設計又はその構造を示す。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高圧放電ランプであって、
　左右対称である放電室を有し、外側輪郭は前記放電室の領域において楕円形状を少なく
とも有する、バーナーと、
　前記放電室へと延び、前記放電室の対称の主軸上に互いに対向して配置される、２つの
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電極と、
　前記放電室の前記領域で前記バーナーの前記外側輪郭上に配置され、主に少なくとも１
つのＵＶ光の波長帯からの光を前記２つの電極の間の空間へと反射する、多層干渉フィル
タと、
　を少なくとも有する、高圧放電ランプ。
【請求項２】
　より高い屈折率を有する層とより低い屈折率を有する層とが、前記多層干渉フィルタの
層構成において交互に発生する、ことを特徴とする請求項１記載の高圧放電ランプ。
【請求項３】
　前記干渉フィルタによって反射されない前記ＵＶ光の波長帯からの前記光は、吸収され
る、ことを特徴とする請求項１記載の高圧放電ランプ。
【請求項４】
　前記低い屈折率を有する前記干渉フィルタの前記層は、望ましくは略ＳｉＯ２でできて
おり、前記干渉フィルタの第２の層は、ＳｉＯ２より高い屈折率を有する材料を有する材
料でできており、望ましくは略酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）で構成される、ことを特徴
とする請求項２記載の高圧放電ランプ。
【請求項５】
　前記第２の層は、酸化チタン、酸化タンタル、酸化ニオブ、酸化ハフニウム、窒化ケイ
素の群からの材料、及び、特に望ましくは酸化ジルコニウムＺｒＯ２又はこれらの材料の
混合物でできている、ことを特徴とする請求項２記載の高圧放電ランプ。
【請求項６】
　前記高圧放電ランプは、ＵＨＰランプである、ことを特徴とする請求項１記載の高圧放
電ランプ。
【請求項７】
　前記干渉フィルタは、主に３３５ｎｍ乃至３９５ｎｍの前記波長帯におけるＵＶ光を前
記２つの電極の間の前記範囲へと反射する、ことを特徴とする、請求項６記載の高圧放電
ランプ。
【請求項８】
　請求項１乃至７のうちいずれか一項記載のランプを少なくとも１つ有する照明ユニット
。
【請求項９】
　請求項１乃至７のうちいずれか一項記載のランプを少なくとも１つ有する投射系。
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